
平成２９年第３回田布施町議会定例会一般質問通告一覧表 
 

質問者１ 竹谷 和彦                              ※一問一答 

 

質問者２ 西本 篤史                             ※一問一答 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１．他国から

の武力攻撃災

害等への対応

について 

北朝鮮は５月２９日、今年だけで９度目となる弾道ミサイル発射を行った。

平成２９年５月２９日、朝鮮中央通信は、日本において核ミサイル攻撃の

標的になり得るのは、在日米軍基地ばかりではないと声明を伝えた。また、

イスラム国から首相に対しての日本国内でのテロ予告もある。 

岩国市議会は３月２２日、定例会最終本会議で、米空母艦載機部隊の厚

木基地（神奈川県）から岩国基地への移転を巡り「岩国市への誠意ある対

応」を国に求める意見書を賛成多数で可決した。このことにより今後、岩

国基地が極東最大の米軍基地となり住民の他国からの武力攻撃への不安が

高まっている。こういった状況の中、山口県でも５月１日（月）に山口県

庁で弾道ミサイルを想定した初動対応訓練が行われた。（阿武町でも６月４

日（日）に住民避難訓練を実施） 

他の自治体では独自に他国からの武力攻撃等の不測の事態に対応するた

めの保護計画を策定しているところもある。本町でも他国からの武力攻撃

やテロ等に対する対策は講じているのか。 

核ミサイル攻撃やサリンなどの化学兵器に対する対応策は何か考えてい

るのか。  

 

町長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１．新農業委

員会制度につ

いて 

平成２８年４月１日に改正された農業委員会法に基づく農業委員会制度の

概要は、 

 １．「農地等の利用の最適化の推進」が重点業務に 

 従来の農地法等に基づく許認可事務に加え、 農地等の利用の最適化の推

進が農業委員会の必須事務となり、最も重要な事務であると位置づけられ

ました。 

「農地等の利用の最適化の推進」とは、①担い手への農地集積・集約 ②耕

作放棄地の発生防止・解消 ③新規参入の促進  

 ２．農業委員の選出方法が公選制から「町長の任命制」に 

農業委員の選出方法は、公職選挙法に基づく公選制から、町長が議会の同

意を得て任命する方法に変わります。町長は、農業委員の任命にあたって、

あらかじめ農業者や農業団体に候補者の推薦を求め、同時に公募も行いま

す。 

 また、①原則、認定農業者が過半を占めること②農業者以外の者で中立的

な立場の者が１人以上いること③女性や青年の登用に配慮することが求め

られます。 

 ３．農地利用最適化推進委員の新設 

 現場活動を積極的に行うため、主に合議体としての意思決定を行う農業委

員とは別に、 各地域において農地利用の最適化を推進する「農地利用最適

化推進委員」を新設します。農業委員会は、地域の農業者や農業団体に候

補者の推薦を求め、同時に公募も行い、区域ごとに農地利用最適化推進委

員を委嘱します。委員会としての決定行為、地域での活動というそれぞれ

の役割を担い、農業委員と最適化推進委員が協力・連携して農業委員会活

町長 



 

質問者３ 松田 規久夫                             ※一問一答 

動を行います。 

「農業委員会の役割」 

◎ 合議体としての最終的な意思決定  

・ 権利移動の許可 、転用許可申請等の審議 、農地利用最適化推進に関

する指針の作成、施策への意見の決定など 

「最適化推進委員の役割」 

◎ 担当地域における農地利用最適化の推進のための現場活動 

・ 担い手への農地集積・集約化 、耕作放棄地の発生防止・解消 、人・

農地プランなど、地域の農業者等の話し合いの促進など 

町では来年３月より施行されますが、２９年度内に農業委員及び推進委員

を選出しなければいけません。 

・ 公募したとき応募が多い場合はどうするのか。 

・ 農業者以外の中立的な立場の者とはどんな方か。 

推進委員の役割で 

・ 担い手への農地集積、集約化はどんな方法か 

・ 耕作放棄地の発生防止は出来るのか 

・ 地域の農業者等の話し合いはどんな方法か 

以上ご質問致します。 

 

２．増える発

達障害児の対

策は 

文科省の発表によると近年、特別支援学校や特別支援学級に在籍してい

る幼児児童生徒が増加する傾向にあり、通級による指導を受けている児童

生徒も平成５年度の制度開始以降増加してきています。平成２３年５月１

日現在、義務教育段階において特別支援学校及び小学校・中学校の特別支

援学級の在籍者並びに通級による指導を受けている児童生徒の総数の占め

る割合は約２.７パーセントとなっています。また、学習障害（LD）、注意

欠陥多動性障害（ADHD）、高機能自閉症等、学習や生活の面で特別な教育的

支援を必要とする児童生徒数について、文部科学省が平成２４年に実施し

た「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必

要とする児童生徒に関する調査」の結果では、約６.５パーセント程度の割

合で通常の学級に在籍している可能性がある。 

 町内の学校も例外ではなく、学校関係者のお話を聞くと増えたと聞く。

学校現場は職員の数も余裕はなく対応も厳しいのではないか。 

学校だけでなく町の早期発見の支援体制整備も必要ではないか。 

・ 学校の発達障害児の対応出来ているか 

・ 保護者が相談する窓口はあるか。 

・ 早期発見した時の地域支援体制の確立は出来ているか 

以上ご質問致します。 

 

町長 

教育長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１．地方債計

画 

町広報、議会だよりで、借金としての地方債(町債)の総額は一般会計、

特別会計とも示されており、住民は承知している。しかし、今後予定され

る毎年の償還額や借入先、金利などの内容については知るところとなって

いない。国においては地方債計画を作成し公表することとされている。町

民が田布施町の事業計画に対し賛否の判断材料にするため、新たな借り入

れがないと仮定して、残額を約定通りの日付で償還すれば年度ごとの支払

額はどのようになるのか示す必要がある。町のホームページで住民周知の

方法もある。表にして示して欲しい。また、新たに１億円の発行をすれば、

町長 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1328729.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1328729.htm


 

質問者４ 瀨石 公夫                             ※一問一答 

公債費比率はおよそ何ポイント悪化するのか。 

２． 田布施町

における水素

利活用 

山口県は「水素先進県」の実現に向け、水素利活用による産業振興と地

域づくりを促進している。県としての種々の支援事業もある。次世代産業

育成プロジェクトなので、田布施町も取組むべきと考える。下水道処理施

設に、逆電気透析原理を利用した「下水処理水と海水の塩分濃度差を利用

した水素製造システム」の周南市との研究を提案する。太陽光発電などよ

り、生産コストや設置面積を抑えることが可能なクリーンなエネルギーと

して注目されている。町長の見解を問う。 

 

 

町長 

３． 学校にお

ける社会貢献

や社会参加の

活動 

日本は経済の低成長が続き、少子高齢化に伴い社会保障費が増大してい

る。成長で得た富を、国民の幸福実現のため配分する従来モデルは成り立

たない。だから、自分でなんとかする「自助」、行政の「公助」では足り

ず、寄付やボランティアなどの社会貢献を通じた「共助」の活動が必要と

なる。虐待を受けた子は、親になり虐待する側になる傾向がある。同様に

社会貢献や社会参加の原体験が良ければ、一生社会貢献に前向きになると

考えられる。義務教育において、社会貢献や社会参加活動をいかに「楽し

いもの、主体的に参加したいもの」にし、良い原体験となる取り組みが必

要である。教育長の思いを聞きたい。 

 

 

教育長 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１．民間住宅

を活用した町

営住宅の供給

について 

平成８年の公営住宅法の改正において、それまでの公営住宅の供給方式で

ある直接建設方式に加え、民間住宅ストックを活用した公営住宅の供給方

式が導入された。 

 これは、地方公共団体の厳しい財政事情等を踏まえ、借上方式は直接建

設方式に比べ、土地取得費、建設費等の多額の初期投資を必要としない点

で、効率的な公営住宅の供給を可能とする仕組みである。 

 本町では、町営住宅の建替計画や、用途廃止の計画、募集停止の団地が

多く存在している。こうした団地では歯抜け状態に空き家となっており、

その入居者は高齢単身者、高齢夫婦世帯の割合が高く、比較的に狭い住宅

で安価な家賃が求められ、また子育て世帯では広く環境の良い住宅が求め

られている。 

 各世帯のニーズに対応でき色々な選択肢がある民間住宅を活用した借上

方式により機動的に町営住宅を供給するのが賢明な選択と思われるが見解

を尋ねる。 

 

 

町長 

２．土砂災害

特別警戒区域

の指定につい

て 

山口県は土砂災害防止法に基づき、平成２８年１０月に「土砂災害特

別警戒区域（レッドゾーン）」に指定している。 

土砂災害特別警戒区域の指定は、土砂災害から住民のいのちを守るた

めに、指定は必要な措置であるが、家を建て替える際や、新築・増改築

などを行う場合は、建築物の構造規制の対象となり、また宅地や建物の

売買にあたっては、土砂災害特別警戒区域にあることを相手方への説明

が必要となるなど規制が加わる。 

町長 



 

質問者５ 石田 修一                              ※一問一答 

 

こうしたことで、土砂災害特別警戒区域の指定によって、資産価値の

低下などの経済的な影響が発生すると考えられ、固定資産税の減額が必

要と思われる。町では減額の方向で検討されていると聞いているが、何

時から実施されるのか、減額対象固定資産は宅地のみなのか、減額率は

幾らかその算出根拠を尋ねる。 

また、この一連の流れを周知徹底することは重要であるため、町民の

皆さんに十分周知するよう要望する。 

 

 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１． 田布施町

庁舎建設計画

について 

庁舎問題等調査研究特別委員会は昨年１２月議会の最終報告として、財

政状況を考えて、現庁舎の耐震化を進めることを提言した。同時に将来庁

舎を新築するための基金創設や、保健センターや中央公民館等を機能的に

配置することを要望事項として提出した。 

 １．設計業者が提出した庁舎耐震化補強（案）で実行されると考えている

が、町長の考えを尋ねる。 

２．南海地震はいつ起きてもおかしくない状況にあるが具体的な計画案は

できているか。 

 

 

町長 

２． 公共施設

管理計画と財

政の整合性に

ついて 

田布施町公共施設管理計画では、過去に建設された公共施設が、今後大

量に更新時期を迎える。現状通りの更新に必要な財源を確保することは困

難。同じ規模で更新すると、公共施設の５６％は更新できないと試算。 

基本方針で 

① 現在の公共施設３７％削減する  

とあるが具体策を尋ねる。 

② インフラ資産 

・道路の総面積１４.５％削減 

・橋りょうの総面積１０％削減 

 とあるが具体策を尋ねる。 

③ 協働の促進 

ＰＰＰ／ＰＦＩの具体策を尋ねる。 

 

 

町長 

３．田布施町

営住宅の現況

と計画につい

て 

①平成１９年に第５次総合計画に基づき１０年間の町営住宅年次計画を策

定され、ストック活用計画、１０年で１２団地の事業計画が示されたが、

大幅に変更されている。変更説明はいつされたか。その根拠は。 

②城南団地の建て替えが先で、その後、波野団地の建て替えであったが、

変更理由、根拠は。 

③波野北の建設計画は、現在入居している１７戸と尾崎住宅の１３戸の計

３０戸の入居を考えての計画か。 

④公共施設管理計画との整合性を考えた時、町営住宅は縮小と思うがいか

がか。 

⑤三宅教員住宅は何故利用しないのか。 

 

 

町長 



 

質問者６ 國本 悦郎                             ※一問一答 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１．馬島の振

興について 

麻里府の沖合にある馬島の人口減と高齢化が進む中、将来を見据えて今

後の振興について質問したい。 

馬島には「のんびらんどうましま」という町の施設があり、馬島自治会

が指定管理を受けて運営している。観光資源は沢山あるが、それに手を加

えて使いこなせるだけの人的資源が将来にわたって地元自治会だけで賄え

るかというと疑問符が付く。 

そこで、 

①  これから馬島の振興について考えるとき、このままのんびらんどう

ましまの指定管理を地元自治会に委ねるのか、それとも町の直轄管理

にしたように将来的には町が直轄管理をする方向になるのかお訊きし

たい。 

②  元のエビ養殖池の４つの内、１つは町の施設と聞いている。この３

年間の利用状況がどのようになっているかお訊きしたい。 

③  麻里府―佐賀間の連絡船について、運航規程を佐合島と馬島の島民、

その島で事業したり観光目的の島外の人に対してもっと弾力的な運用

はできないものか。 

④  馬島に対して、できるだけ多くの子どもに体験活動をするような取

り組みを小中学校や町子連、青少年健全育成町民会議に投げかけるつ

もりはないか。 

⑤  室津半島と佐合島、馬島とで囲む地域を他と連携してもっとその面

からこの地を売り出してはどうか。 

 

 

町長 

教育長 

２．高齢者支

援（買物弱者）

について 

高齢者の買物弱者に対する支援として、買物バスが導入されて何年か経

ち、運行方法など改善がなされてきた。しかし、利用代金は片道 500円と

いうのは以前と変わらないまま続けられている。福祉タクシーを使うにし

ても初乗り運賃は町から援助してもらえるものの、それ以上は個人負担と

なっており、遠くから利用するとなると買物バス以上にかなりの負担とな

る。 

 また、そういう高負担や便利さを考えて、８０歳を過ぎた高齢者の車の

免許証返上もなかなか進んでいない現状がある。 

 そこで、 

①  ここ３年間の地区毎の登録者数と１ヶ月の利用延べ人数がいくらで

推移しているか、さらに３年間の１年毎にしている町の補てん額をお

訊きしたい。 

②  車の免許証返上をしてまで買物バスを利用するには、７５歳以上の

高齢者にアンケートを取り、料金体系を含めて利用しやすいシステム

に改定するつもりはないか。 

 

 

町長 

３．低所得者

の教育支援に

ついて 

核家族化が進み、経済格差が広がるとともに、子どもの教育にかける費

用と学習支援の困難性を近年よく耳にするようになった。 

 町では、高校以上の生徒や学生に対して奨学金を準備しているが、貸与

金額を増額したり、自宅通学者にも貸与範囲を拡大したにもかかわらず、

その利用者は極めて少ない。折角、そういった金を準備しながら利用でき

ない理由は何かを考えるべきだと思う。 

教育長 



 

質問者７ 河内 賀寿                              ※一問一答 

 

 そこで、 

①  利用者が少ない理由を町としてはどう分析しているのか。成績がク

リアーできないのか、貸与だといずれ返却しなければならないので、

その負担が重くて躊躇しているのか、町の奨学金制度が広く周知して

いないのか、…。どのように分析しているのかお訊きしたい。 

②  経済的な支援だけでなく、塾に通えないものには学習支援も必要で

はないかと思える。 

 田布施町としてそういった生活困窮者である子どもに対し学習の援

助を行っているのか、なければ、行う予定はあるのか。 

 

 

質問事項 質    問    要    旨 質問の相手 

１．ボートレ

ースチケット

ショップオラ

レ田布施へ、土

日に無料巡回

バス等出せな

いか 

ボートレースチケットショップオラレ田布施は現在絶好調であり、売上

は当初予測の３倍を超えている。そのためか、土日の駐車場はほぼ満車で

ある。売上の２％が入る町としては、有難い限りだが、駐車場に止めにく

いので無料巡回バスのようなサービスはできないか。という利用者の意見

も出ている。バスは無理でも、タクシー優待券などサービス向上案を考え

てはどうか。もちろん周南市との話し合いで決める事だとは思うが。 

 

 

町長 

２． 弾道ミサ

イル落下時の

行動について

の回覧の反響

はあったか。ま

た、今後の対応

は 

先月の回覧で、弾道ミサイル落下時の行動について。というものがあっ

た。まるで戦争中の空襲に対する心得回覧みたいで、大変ショッキングな

ものであった。弾頭威力や着弾地点が近い場合などを考えると、気休めに

しかならないような内容でもあったと思う。広島型原爆の約１０倍の威力

０.２メガトンの弾頭だった場合半径２０㎞は消滅か壊滅するというのが

軍事の常識なので。さて、ミサイルに関しては、毎日のようにマスコミで

報道されている事でもあるので、問い合わせなど、町民の反響はあったか。 

また、阿武町のような住民避難訓練をする予定はあるか。ただ、今後同様

な回覧をする場合は、ミサイル防衛の現状についての紙も、もう一枚入れ

てはどうかと思う。海上自衛隊のイージス艦から発射され、大気圏外で弾

頭を破壊できるＳＭ３ミサイル、万が一撃ち漏らした場合の地上から迎撃

するＰＡＣ３ミサイル。これらの２段構えの防衛システムはほぼ１００％

迎撃できるのが現状である。気を引き締める事も大事と思うが国の防衛努

力を知ってもらう事もいい事ではないか。 

 

町長 


